
◆ 子育て支援　【（６）子育てと仕事の両立支援】

基本施策/多様な保育サービスの充実

134 135 136 137 138

延長保育事業 病児・病後児保育事業 夜間（長時間）保育事業 休日保育事業 特定保育事業

保護者の就労形態の多様
化、職住の遠距離化等に
対応するため、今後は地
域の実情を踏まえなが
ら、実施箇所の増や、新
規に障害児の受入れ、午
後8時までの「延長保
育」を実施する。なお、
子どもの健全育成に十分
配慮し適正な利用となる
よう、利用基準等の見直
しについて検討する。

看護休暇取得が困難な保
護者にとって仕事と子育
ての両立が困難なことか
ら、医療機関併設型の
「病児保育」を拡充して
いく。なお、病後児保育
については、今後、医療
機関併設型の病児保育に
転換していく。

夜間の保育需要に対応す
るため、午前7時から概
ね午前0時まで利用でき
る｢夜間保育所｣で、新規
に概ね小学校3年生まで
の児童の受入れを検討す
る。また、需要が見込ま
れる八幡西区で｢長時間
保育｣を新規に実施す
る。

日曜日、祝日及び年末の
保育需要に対応する「休
日保育」を引き続き実施
する。

パート就労などの多様な
働き方を支援するため、
週に2，3日程度又は午前
か午後のみなど必要に応
じてより柔軟に利用でき
る「特定保育」につい
て、需要動向等を踏まえ
ながら、実施箇所の増
や、特定保育に対応でき
る人的、物的保育環境の
整備・充実に努める。

指標 実施箇所数 実施箇所数 実施箇所数 実施箇所数 実施箇所数

初期年度：
初期値

(計画策定時)
16年度：104か所 16年度：6か所 16年度：1か所 16年度：7か所 16年度：1か所

目標年度：
目標値 21年度：140か所 21年度：10か所程度 21年度：2か所 21年度：7か所 21年度：10か所

実施年度：
実績値 19年度：126か所 19年度：８か所 19年度：1か所 19年度：7か所 19年度：5か所

■実施箇所：126か所
■延べ利用人数
：18,352人
■平成18年1月から新た
に障害児の受入を実施。

■延べ利用者：4,651人 ■実施箇所：1か所
■延べ利用児童数
：583人

■実施箇所：7か所
■延べ利用人数
：1,354人

■実施箇所：5か所
（1か所増）
■延べ利用人数：85人

子ども家庭・保育課 子ども家庭・保育課 子ども家庭・保育課 子ども家庭・保育課 子ども家庭・保育課

19年度
実施状況等

備考
(特記事項)

担当(課)

事業番号

事業名

事業概要
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◆ 子育て支援　【（６）子育てと仕事の両立支援】

基本施策/多様な保育サービスの充実

指標

初期年度：
初期値

(計画策定時)

目標年度：
目標値

実施年度：
実績値

19年度
実施状況等

備考
(特記事項)

担当(課)

事業番号

事業名

事業概要

139 140

乳児保育事業 障害児保育事業

乳児保育は乳児専門保育
所と一般保育所との統合
により乳児受入保育所と
して整備を進めている。
この進捗状況を見なが
ら、その他の一般保育所
における受入年齢（現行
概ね6か月以降）の拡充
を検討する。

障害児の福祉向上、保護
者の就労と子育て支援を
図るため、通常保育での
受入に加え、延長保育､
一時保育においても障害
児の受入を行う。また子
ども総合センター､北九
州市総合療育センターな
ど専門機関との連携を強
め、LD・ADHD・高機能自
閉症児など発達障害児へ
の支援の拡充を図る。

－ 障害児の延長保育及び一
時保育の受入れ

－ 16年度：なし

－ 21年度：障害児の延長・
一時保育での受け入れ

－ 19年度：障害児の延長・
一時保育での受け入れ

■乳児受入保育所の整備
1か所

■18年1月から保育所入
所障害児の延長保育を実
施
■一時保育で在宅障害児
の、受け入れを実施
(対象児：集団保育が可
能な中度及び軽度の障害
児)

子ども家庭・保育課 子ども家庭・保育課
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◆ 子育て支援　【（６）子育てと仕事の両立支援】

基本施策/多様な保育サービスの充実

141 142 354

保育所の適正配置の推進 公立保育所の民営化など 直営保育所給食調理業務の民間委託

入所児童数の推移や就園率
（就学前児童数に対する保育
所入所児童数の割合）の状況
など地域の保育需要の推移を
踏まえ､保育所の適正配置を
推進する。また、待機児童の
解消とともに、よりよい保育
環境を確保するために年度当
初の定員超過の状況の解消を
目指す。特に、待機児童の解
消や年度中途の入所希望への
対応を充実するため、民間社
会福祉法人等の協力のもと、
既存保育所の定員増を行い、
保育所が不足する地域の入所
枠を拡大する。

今後、さらに多様化する保育
ニーズに対応するため、一層
の効率的な保育所運営が求め
られている。これまで実績の
ある民間活力を活用し、公立
保育所と民間の乳児専門保育
所との統合等や公立保育所の
建替え等を機に公立保育所の
民営化を推進する。また､公
設民営保育所を社会福祉法人
に移譲するなどの民営化を実
施する。一方､公立保育所に
おいては公立保育所の果たす
べき役割を認識しつつ、保育
の質の向上、子育て家庭の支
援や、実施困難な事業等に取
り組む。

本市行財政改革大綱（平
成９年８月）に基づき、
「公民の役割分担の見直
し」の一環として、保育
所給食調理業務の民間委
託を行う。委託化の基準
として、「調理員が２名
欠員」となった時点で、
民間委託化を行う。

指標 待機児童数 直営保育所施設数 －

初期年度：
初期値

(計画策定時)
16年度：57人 16年度：31施設 －

目標年度：
目標値 22年度：0人 22年度：20施設程度 －

実施年度：
実績値 19年度：0人 19年度：24施設 －

■新設（民間）
　：1施設（90人）
■定員増：5施設(110人)

■直営保育所1施設を統
合民営化

■2箇所（Ｈ11・12年
度）で給食調理業務委託
を実施済

実績等は平成20年4月1日
現在。
19年度拡充(ハートフル
子どもプラン)により、
事業概要を一部追加。

実績等は平成20年4月1日
現在

19年度追加事業

子ども家庭・保育課 子ども家庭・保育課 子ども家庭・保育課

19年度
実施状況等

備考
(特記事項)

担当(課)

事業番号

事業名

事業概要

47



◆ 子育て支援　【（６）子育てと仕事の両立支援】

基本施策/多様な保育サービスの充実

143 144 145 146

放課後児童クラブの整備 放課後児童クラブの運営の充実
児童放課後いきいき指導
事業

放課後子どもプラン(総
合的な放課後対策)の推
進

放課後児童クラブの未設
置校区（放課後児童数10
以上）については、継続
して設置していき、既設
クラブの老朽化等による
移設もすすめる。新た
に、放課後児童クラブに
入所できなかった児童が
一定数以上いる校区等に
ついて、地域の実情に応
じ、保育所、幼稚園等の
活用、既設クラブの拡充
等により解消を図り、児
童の健全育成をすすめ
る。

放課後児童クラブの開館
時間を18時30分までの延
長を促進し、子育てと仕
事の両立を支援する。併
せて、10歳(小学校4年
生)以上の小学校高学年
児童や障害児の受入れな
どを促進し、より一層の
事業充実を図る。

児童館、放課後児童クラ
ブ等に、スポーツ、文化
等の指導員を派遣し、子
どもたちに生活体験や自
然体験、社会体験、文
化・スポーツ活動などの
有意義で様々な体験や活
動をさせ、望ましい人間
形成を図るとともに、高
齢者などの能力の有効活
用を図る。今後、児童の
健全な育成のため一層の
事業充実を図る。

放課後児童クラブの全児
童対策への転換により、
全ての児童を対象とした
放課後の居場所づくりを
進める。あわせて、地域
の協力等による様々な体
験交流など、放課後児童
クラブの活動内容の充実
に向けた検討を進める。

指標 放課後児童クラブ数・待
機児童数・移設箇所数

延長実施クラブ数、障害
児受入児童数 － －

初期年度：
初期値

(計画策定時)

16年度：
クラブ数123クラブ
待機児童数122人
移設箇所数16箇所

16年度：
48クラブ、52人 － －

目標年度：
目標値

21年度：
クラブ数129クラブ
待機児童数0人
移設箇所数26箇所

21年度：
90クラブ、100人 － －

実施年度：
実績値

19年度：
クラブ数126クラブ
待機児童数48人
移設箇所数24箇所

19年度：
83クラブ、100人 － －

■クラブ数：126箇所
■待機児童数：48人
■移設箇所数：24箇所

昨年度より、クラブの登
録児童数が増加したが、
待機児童数を減らすこと
ができた。

■延長実施：83クラブ
■障害児受入児童数
　：100人

昨年度より、延長実施ク
ラブ数の増加を図ること
ができ、障害児の受け入
れも促進することができ
た。

けん玉などの伝承遊びや
スポーツ、読み聞かせな
ど幅広い分野の指導を
行った。
■実施件数：304件
■参加人数：16,009人

【子ども家庭局】
全児童対策の先進都市か
らの情報収集。
保健福祉局（現子ども家
庭局）と教育委員会で定
期的に検討を重ねた。

【教育委員会】
調査研究（市内2箇所で
モデル事業を実施　等）

子ども家庭・
子育て支援課

子ども家庭・
子育て支援課

子ども家庭・
子育て支援課

教育・生涯学習課
子ども家庭・
子育て支援課

19年度
実施状況等

備考
(特記事項)

担当(課)

事業番号

事業名

事業概要
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◆ 子育て支援　【（６）子育てと仕事の両立支援】

基本施策/多様な保育サービスの充実

147 148 149 150 151

北九州市ひとり親家庭等
日常生活支援事業

母子家庭自立支援給付金
事業

母子福祉センター運営委
託

母子寡婦福祉資金の利用
促進

八幡母子寮の設置及び運
営

母子家庭、父子家庭及び
寡婦の生活の安定を図る
ため、就学等の自立促進
に必要な事由や疾病等の
事由により一時的に生活
援助や保育サービスが必
要なとき、生活を支援す
る者(家庭生活支援員)を
派遣する。

母子家庭の母の就業を促
進し、自立を支援するた
め、就業に結びつく可能
性の高い資格習得に取り
組む母親などに対し、受
講料の一部助成や一定期
間の生活費などを支給す
る。

母子福祉センターを中心
に、各種相談事業、自立
促進のための各種講座、
就職相談会などを実施
し、ひとり親家庭の総合
的な福祉の向上を図る。
今後、講座内容のより一
層の充実や関係団体等と
の連携強化を図る。

母子家庭の子どもたちが
高等教育を受ける機会の
保障や厳しい雇用情勢の
中での母親の就労を確保
し、母子家庭の経済的自
立の促進及び生活意欲の
向上を図るため、福祉資
金の貸付を行う。

母子寮施設の住環境の改
善を図るとともに、慢性
的な満室状態の解消等を
目的に、豊山、陣山両母
子寮を統合し、新たに八
幡母子寮を設置する。
また、既設の小倉母子寮
とともに児童の福祉に欠
ける母子の自立を支援す
る。

指標 要請件数 － － 件数 入所定員（世帯）

初期年度：
初期値

(計画策定時)
16年度：120件 － － 15年度：1,310件 15年度：80世帯

目標年度：
目標値 17年度：132件 － － 20年度：1,400件 17年度：85世帯

実施年度：
実績値 19年度：218件 － － 18年度：847件 19年度：85世帯

■要請件数：218件
■派遣回数：256件

■教育訓練給付金：19名
■高等訓練促進費：34名

■延べセンター利用者
数：8,220人
(内訳)
・一般相談：841人
・講習会：5,605人
・特別相談：80人
・生活指導強化事業
　：330人　ほか

継続的に福祉資金の貸付
を行うことにより、母子
家庭の子どもたちが高等
教育を受ける機会の保障
や厳しい雇用情勢の中で
の母親の就労を確保し、
母子家庭の経済的自立の
促進及び生活意欲の向上
を図った。

■平成20年3月在籍世
帯：53世帯(広域入所委
託分を含む)

■平成19年度新規入所世
帯数：16件

■平成19年度退所世帯
数：15件

事業実施状況などをふま
え、指標などを変更。

平成20年3月31日までの
時限立法である「母子家
庭の母の就業の支援に関
する特別措置法」に基づ
く施策

平成18年度、北九州市母
子福祉センターへの指定
管理制度導入により事業
名を変更。

子ども家庭・
子育て支援課

子ども家庭・
子育て支援課

子ども家庭・
子育て支援課

子ども家庭・
子育て支援課

子ども家庭・
子育て支援課

19年度
実施状況等

備考
(特記事項)

担当(課)

事業番号

事業名

事業概要
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◆ 子育て支援　【（６）子育てと仕事の両立支援】

基本施策/多様な保育サービスの充実

指標

初期年度：
初期値

(計画策定時)

目標年度：
目標値

実施年度：
実績値

19年度
実施状況等

備考
(特記事項)

担当(課)

事業番号

事業名

事業概要

152 355

児童扶養手当 母子家庭のお母さんのた
めの就業促進強化事業

父と生計を同じくしてい
ない児童を監護する母等
に対し、生活の安定と自
立の促進に寄与し、児童
の福祉の増進を図るた
め、手当を支給する。

母子家庭の母を対象とし
て、就職に有利で、受講
希望者の多い講座の新
設・増設を行い、就業促
進の強化を図る。
※平成20年度から、母子
福祉センター就業支援講
習会に組み入れ、一体的
に実施する。

－ －

－ －

－ －

－ －

■平成19年度受給者
：11,462名
(うち支給停止764名)
(20年3月末現在)

■利用者数：74人
「医療事務」、「ヘル
パー2級」、「パソコン
エクセル3級」の3講座を
増設、「日商ＰＣ3
級」、「エクセル2級」
の補講を実施

子ども家庭・
子育て支援課

子ども家庭・
子育て支援課
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◆ 子育て支援　【（６）子育てと仕事の両立支援】

基本施策/多様な保育サービスの充実

153 154 155

ショートステイ・トワイ
ライトステイ事業 再就職支援 若者ワークプラザ北九州

運営事業

保護者等の就労や疾病、
冠婚葬祭などによる緊
急・一時預かりや保護者
のリフレッシュなど、幅
広いニーズに対応するた
め、「ほっと子育て」な
ど他の関連サービスとの
十分な連携を図り、利用
しやすい環境づくりに努
める。

子育て期間をキャリア・
アップのために活用でき
るよう男女共同参画セン
ター等で、出産、子育て
後の再就職に役立つ資
格・技能習得講座や講演
会などを開催し、再就職
を支援・促進する。

若年者の就業を支援する
ため、概ね35歳までの若
年求職者を対象に、専門
の相談員による就業意識
の向上や能力開発、具体
的な就職活動に関する相
談・助言、各種就職関連
情報の提供、職業紹介等
を実施する「若者ワーク
プラザ北九州」を設置
し、地域の若年者の就業
促進を図る。

指標 定員数 ー 就職者数

初期年度：
初期値

(計画策定時)

16年度：
ｼｮｰﾄｽﾃｲ　16人
ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ　12人

－ 18年度：748人

目標年度：
目標値

20年度：
ｼｮｰﾄｽﾃｲ　20人
ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ　15人

－ 21年度：900人

実施年度：
実績値

19年度：
ｼｮｰﾄｽﾃｲ　18人
ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ　14人

－ 19年度：863人

利用希望者に対し、事業
を実施している。

■利用実績(延べ人数)
・ショートステイ：487
人
・トワイライトステイ：
12人

■男女共同参画セン
ター、東部及び西部勤労
婦人センターにて21企画
を実施した（参加者延べ
3,158人）

■延利用者数：11,414人
■カウンセリング延利用
者数：9,111人
■セミナー等受講者数
：1,214人
■就職者数：863人

19年度拡充(ハートフル
子どもプラン)により、
目標値等を設定。

子ども家庭・
子育て支援課

子ども家庭・
男女共同参画推進部 産業経済・雇用開発課

19年度
実施状況等

備考
(特記事項)

担当(課)

事業番号

事業名

事業概要
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